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・ マイナンバーカードの有効期限が切れている
・ 住民票とマイナンバーカードの住所が違う
・ マイナンバーカードのＩＣチップ容量不足や破損等

埼玉県警察ホームページ内の

『ぶにゃんくんの執務室』はこちら
武南署交通課の旬な情報が載ってるにゃん

① 従来の運転免許証

ぶにゃんくんの執務室

令和 ７ 年３ 月２４ 日から運用開始

と が一体化されるにゃん

２月２２日は
ボクの誕生日！

みんなにお祝いして
もらったにゃん！

持ち方は３通りだにゃん！ 自分の好きな持ち方を選択できるにゃん！

② マイナ免許証のみ ③ 運転免許証＋マイナ免許証の両方

※運転の際は、免許証またはマイナ免許証のいずれかを携帯

マイナンバーカード一体化の手続きは、警察署や免許センターでできるにゃん
運転免許証と有効なマイナンバーカードを持っている人は、警察署や免許センターでマイナ免許証への
持ち方変更ができるにゃん（手数料がかかるにゃん）
また、免許更新と同時にマイナ免許証への持ち方変更（保有形態変更）もできるにゃん

※ 住所変更ワンストップサービス等やオンライン更新時講習を希望する場合は、
署名用電子証明書（６～16文字以下英数字）の提出が必要だにゃん！事前に準備をお願いしますにゃん！

こういった場合は
手続きできない
にゃん！

マイナ免許証のメリット ① マイナ免許証のメリット ②
住所変更等の
手続きがラクに！
（マイナ免許証のみ）

オンライン
更新時講習（優良・一般）

受講可能

※ 事前に警察署等で署名用電子証明書の提出や、ご自身のマイ
ナポータルでの連携手続きが必要だにゃん

その他に・・・
・経由地更新の迅速化・申請期間の延長（優良・一般）
・従来の免許証に比べて、免許更新時の手数料が安い

などのメリットがあるにゃん！

◆問い合わせ先◆
武南警察署交通課048-286-0110（内411）


